
 

藤沢市自主防災組織育成事業実施要綱 

 

制定 昭和６１年 ３月３１日 

                  最終改正 令和７年 ４月 １日 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、自主防災組織（以下「組織」という。）の育成を推進するため、

この組織が行う事業に対し、予算の範囲内において資機材整備補助金、資機材再整

備補助金及び資機材再々整備補助金（以下「資機材整備補助金等」という。）を交

付することについて、藤沢市補助金交付規則（昭和３５年藤沢市規則第１１号）に

定めるもののほか必要な事項を定めるとともに、組織が行う事業へのその他の支援

の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱において組織とは、自治会、町内会等の自治組織を単位として、市

民が自主的にその地域の防災対策確立のために組織する団体で、藤沢市地震対策条

例（昭和５９年藤沢市条例第６号）第３０条第２項の規定に基づく届出があり、次

に掲げる自主防災活動を行うものをいう。 

（１） 防災知識の普及 

（２） 防災訓練の実施 

（３） 防災資機材（以下「資機材」という。）の整備及び点検 

（４） 災害発生時における情報の収集及び伝達並びに出火防止、初期消火、救出救護、

給食、給水及び救援物資等の配布 

（５） その他組織の目的を達成するために必要な活動 

（事業） 

第３条 市長は、第１条の目的を達成するため、組織に対して次に掲げる事業を行う。 

（１） 資機材整備補助金の交付 

（２） 資機材再整備補助金の交付 

（３） 資機材再々整備補助金の交付 

（４） 資機材の貸与 

 （資機材整備補助金等の交付） 

第４条 市長は、組織に対し、資機材整備補助金等を交付するものとする。 



 

２ 資機材整備補助金等の交付の対象となる経費は、別表第１に掲げる資機材の購入

及び修繕並びに防災倉庫の移設等に要する経費とする。 

３ 市長は、最後に資機材整備補助金の交付を受けた日から起算して３年を経過した

組織に対し、資機材再整備補助金を交付することができる。 

４ 市長は、最後に資機材再整備補助金の交付を受けた日から起算して３年を経過し

た組織に対し、資機材再々整備補助金を交付することができる。 

５ 第３項の資機材再整備補助金の交付を受けた組織については、資機材整備補助金

の交付対象としない。 

６ 第４項の資機材再々整備補助金の交付を受けた組織については、資機材再整備補

助金の交付対象としない。 

 （資機材整備補助金等の額等） 

第５条 資機材整備補助金の額は、前条第２項に規定する経費の額の２分の１に相当

する額以内とし、その累計の限度額は、次の各号に掲げる組織を構成する世帯の数

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（１） １００世帯以下             ５０万円 

（２） １０１世帯以上３００世帯以下      ６０万円 

（３） ３０１世帯以上５００世帯以下      ７０万円 

（４） ５０１世帯以上１, ０００世帯以下     ８０万円 

（５） １,００１世帯以上             １００万円 

２ 前項の規定により算出した資機材整備補助金の額に１，０００円未満の端数がある

ときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

３ 第１項に規定する世帯の数は、毎年４月１日現在において組織を構成する世帯の

数（新たに結成された組織にあっては、その結成時において組織を構成する世帯の

数）とする。 

４ 資機材再整備補助金及び資機材再々整備補助金の額は、前条第２項に規定する経

費の額の２分の１に相当する額以内とし、その累計の限度額は、第１項各号に掲げ

る組織を構成する世帯の数の区分に応じ、同項各号に定める額の２分の１に相当す

る額とする。 

５ 資機材再整備補助金及び資機材再々整備補助金の額の算出については、第２項及

び第３項の規定を準用する。 



 

 （資機材整備補助金等交付申請） 

第６条 資機材整備補助金等の交付を受けようとする組織は、自主防災組織防災資機

材購入等補助金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しな

ければならない。 

（１） 資機材の購入に係る見積書の写し 

（２） 自主防災会規約の写し 

（３） 当該年度の自主防災会役員名簿の写し 

（４） その他市長が必要と認めるもの 

２ 前項の場合において、別表第１に掲げる資機材のうち、次の各号に掲げる資機材

等の購入又は設置をするときは、当該各号に定める書類を添えなければならない。 

（１） 街頭設置用消火器格納箱及びＡＥＤ格納箱又は防災施設の購入及び設置 

土地所有者の承諾書等の写し 

（２） ＡＥＤ一式の購入 

  ア ＡＥＤについての維持管理規程の写し 

  イ 申請自主防災組織員の申請年度又は前年度の普通救命講習会修了証の写し 

３ 資機材整備補助金及び資機材再整備補助金の申請に係る受付期間は、原則として

４月１日（当日が、土曜日、日曜日又は祝日の場合は、直後の開庁日）から翌年１

月３１日（当日が、土曜日、日曜日又は祝日の場合は、直前の開庁日）までとする。

ただし、市長が受付期間の延長を認めるときは、この限りではない。 

４ 資機材再々整備補助金の申請に係る受付期間は、原則として５月１日（当日が、

土曜日、日曜日又は祝日の場合は、直後の開庁日）から翌年１月３１日（当日が、

土曜日、日曜日又は祝日の場合は、直前の開庁日）までとする。ただし、市長が受

付期間の延長を認めるときは、この限りではない。 

 （資機材整備補助金等交付の決定及び通知） 

第７条 市長は、前条の規定により補助金交付の申請があったときは、審査の上資機

材整備補助金等の交付の可否を決定し、自主防災組織防災資機材購入等補助金交付

決定通知書（第２号様式）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の審査過程において必要と認めるときは、前条第１項に規定する書

類の原本の提示を申請者に求めることができる。 

 （交付申請内容の変更） 



 

第８条 前条第１項の規定により資機材整備補助金等の交付の決定を受けた組織は、

交付申請を行った内容について変更しようとするときは、防災資機材購入等補助金

交付申請内容変更承認申請書（第３号様式）に必要書類を添えて、市長に提出し、

承認を受けなければならない。ただし、市長が特に提出を必要と認めない場合は、

省略することができる。 

２ 市長は、前項に規定する変更承認の申請があったときは、その内容を審査してそ

の適否を決定し、その結果を防災資機材購入等補助金交付申請内容変更承認通知書

（第４号様式）により、申請者に通知するものとする。 

 （事業の完了） 

第９条 自主防災組織防災資機材購入等補助金交付決定を受けた組織は、資機材の購

入等の事業が完了したときは、交付が決定された日の属する会計年度の２月２８日

（当日が土曜日、日曜日又は祝日の場合は直前の開庁日）までに自主防災組織防災

資機材購入等完了届（第５号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなけれ

ばならない。ただし、市長が提出期間の延長を認めるときは、この限りではない。 

（１） 資機材の購入等に係る領収書の写し 

（２） 購入等した資機材の写真（全ての購入品目が確認できるもの） 

（３） 請求書 

（４） 通帳又はキャッシュカードの写し 

（５） その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付時期） 

第１０条 資機材整備補助金等は、前条に規定する自主防災組織防災資機材購入等完

了届等の審査完了後に交付する。 

（資機材の管理義務） 

第１１条 資機材整備補助金等の交付を受けた組織は、当該補助金に係る資機材につ

いて善良な管理をしなければならない。 

（申請組織による申請の取下げ） 

第１２条 自主防災組織防災資機材購入等補助金交付決定を受けた組織が、やむを得

ない事情により当該補助金の交付申請を取り下げようとするときは、速やかに自主

防災組織防災資機材購入等補助金交付申請取下書（第６号様式）を市長に提出しな

ければならない。 



 

（交付決定の取消及び返還） 

第１３条 市長は、自主防災組織防災資機材購入等補助金交付決定を受けた組織が次

の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消し又は既に交付し

た補助金を返還させることができる。 

（１） 前条に規定する申請の取下げに係る書類の提出があった場合 

（２） この要綱の規定に違反したとき。 

（３） 虚偽の申請やその他不正な行為により補助金の交付を受けようとしたとき。 

（４） 補助金の交付を受けて購入した防災資機材等を、当該防災資機材等の耐用年数

を経過する前に、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反した使用、

譲渡、交換、貸し付け又は担保に供する等の処分を行ったとき。なお、防災資機

材等の耐用年数については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０

年大蔵省令第１５号）を準用する。 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の使途が不適当と認められるとき。 

２ 市長は、前項の規定により当該補助金の交付決定を取り消したときは、自主防災

組織防災資機材購入等補助金交付決定取消通知書（第７号様式）により、申請者へ

通知するものとする。 

（資機材の貸与） 

第１４条 貸与する資機材の種類及び貸与数は、別表第２に掲げるとおりとする。 

２ 資機材の貸与は、１組織に対し、１回限りとする。 

 （資機材の貸与申請） 

第１５条 資機材の貸与を受けようとする組織は、自主防災組織防災資機材貸与申請

書（第８号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（１） 自主防災会規約の写し 

（２） 当該年度の自主防災会役員名簿の写し 

 （資機材の受領） 

第１６条 資機材の貸与を受けた組織は、自主防災組織防災資機材貸与受領書（第９

号様式）を市長に提出しなければならない。 

 （費用の負担） 

第１７条 資機材の貸与を受けた組織は、貸与期間中における当該資機材の維持管理

に要する費用を負担するものとする。 



 

（貸与資機材の検査） 

第１８条 市長は、貸与をした資機材の検査をすることができる。 

 （滅失等の報告） 

第１９条 資機材の貸与を受けた組織は、当該資機材が滅失又は紛失したときは、速

やかにその旨を市長に報告し、かつ、その指示を受けなければならない。 

（委任） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

   附 則    

 （施行期日） 

１ この要綱は、昭和６１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、既に組織に対して貸与した資機材については、この要綱に

より貸与した資機材とみなす。 

３ 市長は、令和７年３月３１日までにこの要綱の施行状況について検討を加え、そ

の結果について必要な措置を講ずるものとする。 

４ 改正後の藤沢市自主防災組織育成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以

後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、な

お従前の例による。 

５ 改正前の要綱の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の

間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

   附 則    

  この要綱は、平成５年１０月１日から施行する。 

附 則    

  この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則    

  この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則    

この要綱は、平成２２年７月１日から施行する。 

    附 則    



 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

    附 則    

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

    附 則    

この要綱は、平成２５年７月１日から施行する。 

附 則    

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

    附 則    

この要綱は、平成３１年１月１日から施行する。 

    附 則    

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則    

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則    

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

   附 則    

  （施行期日） 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 



 

別表第１（第４条関係） 

資機材整備補助金等交付対象防災資機材の種類 

区   分 防 災 資 機 材 用 品                    

 

防 

 

災 

 

資 

 

機 

 

材 

情報収集・ 

受伝達用具 

トランシーバー、トランジスターメガホン、ホイッスル、安否

確認用品（マグネットシート・タオル等）、災害対策用自転車

（ノーパンクタイプ）、掲示板（安否確認・伝言用） 

初期消火用具 

消火器 (10型以上・街頭設置用)、街頭設置用消火器格納箱、街

頭設置用消火器薬剤詰替え、消火用バケツ、小型可搬動力ポン

プ一式（自設の防火水槽又は自然水利を用いるものに限る） 

活動識別用具 標旗、腕章、識別用ベスト 

救出用具 

はしご、バール、ジャッキ、可搬式ウィンチ、チェーンブロッ

ク、スコップ、ノコギリ、斧、ロープ、チェンソー、エンジン

カッター、リヤカー、ヘルメット、鉄線カッター、鉄パイプ、

保護メガネ 

救護用具 
担架、ＡＥＤ一式、ＡＥＤ格納箱、救急セット、外傷用副木、

三角巾、組織活動用大型テント、毛布、シート、ゴザ、車椅子 

給食給水用具 
釜、ナベ、コンロ、ポリタンク、収納容器、炊き出し用具類、

ろ水機 

避難用具 
照明用具、コードリール、発電機一式、ガソリン携行缶（燃料

は除く）、非常用階段避難車 

生活用具 
ポータブルトイレ一式、備蓄用簡易トイレ処理袋（１００回分 

以上） 

水防用具 
防雨シート、ツルハシ、かけや、くい、熊手、一輪車、排水ポ

ンプ、ライフジャケット、止水板 

防 災 施 設 収納庫・防災倉庫 

※１ 災害対策備蓄品として上記品目に準じたものであれば、補助金交付対象とする。

ただし、次の品目等については補助金の交付対象からは除外する。 

(1)非常食 (2)飲料水 (3)燃料(薪炭含む) (4)電池 (5)補充用薬品 (6)作業

服･手袋･作業靴(個人の被服に類するもの) (7)ＡＥＤの消耗品及び修繕費 (8)

消火栓使用の用途に供するもの 

※２ 防災倉庫を購入する場合は、組織が設置したことが判別できるよう、名入れ等

必要な措置を講じなければならない。 



 

別表第２（第１４条関係） 

貸  付  資  機  材 

資機材の種類         貸     与     数 

ト ラ ン シ ー バ ー  １ 自 主 防 災 組 織 に つ き                           １  組 

トランジスターメガホン             〃                           １  台 

担 架             〃                           １  台 

救 急 セ ッ ト             〃                           １セット 

自主防災組織役員用ﾍﾙﾒｯﾄ                       〃                           ３  個 



 

 

第１号様式（第６条関係） 

自主防災組織防災資機材購入等補助金交付申請書 

藤 沢 市 長                                                年      月      日 

                          申 請 者     

                           自主防災組織名                      

組織世帯数（申請年度４月１日時点）      世帯 

代 表 者 住 所 藤沢市                

                               代表者役職・氏名  

(役職)      （氏名）                

電 話 番 号                        

 次 の と お り 申 請 し ま す 。 

防 災 資 機 材 購 入 等 金 額                                     円 

防災資機材購入等予定年月日                 年        月        日 

補   助   金   区   分 

□資機材整備補助金 受付期間：4月1日～1月31日 

□資機材再整備補助金（□初回利用）受付期間：4月1日～1月31日 

□資機材再々整備補助金（□初回利用）受付期間：5月1日～1月31日 

添 付 書 類               

□見積書（写し）  □防災会規約  □役員名簿 

□その他（          ） 

 

（消火器格納箱又は倉庫等設置の場合） 

□土地所有者の承諾書等の写し 

※倉庫等の大きさや設置場所により、建築確認申請等の 

手続きが別途必要となる場合がございます。 

（ＡＥＤ一式の購入の場合） 

□維持管理規程の写し □普通救命講習会修了証の写し 

※ 太線の枠内を記入してください。 

 

（事務処理欄） 

決 定 区 分        □  交  付       □  不 交 付     

補助金最終交付年月日 年   月   日 

交 付 金 額        ,０００円 

限  度  額                 ,０００円  （          世帯） 

交 付 額 累 計 
今まで交付した額      今    回            交付額累計 

(          円）＋（      ,０００円）＝（       ,０００円) 



 

 

第２号様式（第７条関係）  

自主防災組織防災資機材購入等補助金交付決定通知書 

                                        年（    年）     月      日 

                   自主防災会 

 

                                 様 

                                            藤沢市長      

 

 

 次 の と お り 決 定 し た の で 通 知 し ま す 。                          

決 定 区 分          □  交付します      □  交付しません 

補  助  金  区  分 

□資機材整備補助金 

□資機材再整備補助金 

□資機材再々整備補助金 

防災資機材購入等金額 

百 十 万 千 百 十 円 

       

補 助 金 交 付 額 

百 十 万 千 百 十 円 

    ０ ０ ０ 

条          件 目的以外に使用しないこと。 

交付しない理由 

 

(事務担当 災害対策課) 



 

 

第３号様式（第８条関係） 

防災資機材購入等補助金交付申請内容変更承認申請書 

                                                年     月      日 

  藤  沢  市  長 

 

                           申 請 者 

                              自主防災組織名                  

                              代 表 者 住 所 藤沢市               

代表者役職・氏名  

(役職)    （氏名）            

 

                                                                           

    年   月  日付けで補助金交付決定を受けた、藤沢市自主防災組織育成事業

実施要綱に基づく自主防災組織防災資機材購入等補助金について、次のとおり申請内容を

変更したいため、承認の申請を行います。 

防 災 資 機 材 購 入 等 金 額 

変 更 前  円 

変 更 後  円 

変 更 内 容  

変 更 理 由  

添 付 書 類 

□自主防災組織防災資機材購入等補助金交付決定通知書

□写し  □紛失等（            ） 

□変更内容説明資料（見積書等） 

□その他（                  ） 

※ 太線の枠内を記入してください。 

 

 



 

 

第４号様式（第８条関係） 

防災資機材購入等補助金交付申請内容変更承認通知書 

                                        年（    年）     月      日 

                   自主防災会 

 

                                 様 

                                            藤沢市長      

 

 

     年（    年） 月  日付けで変更承認申請のあった自主防災組織防災資

機材購入等補助金については、次のとおり決定したので通知します。 

□ 申請内容について承認します。 

  １ 変更対象は、変更承認申請書に記載のとおりとします。 

  ２ 補助金変更交付決定額 

百 十 万 千 百 十 円 

    ０ ０ ０ 

    （変更前交付決定額              ０００円） 

□ 申請内容について承認しません。 

承認しない理由 

 

 

(事務担当 災害対策課) 

 



 

 

第５号様式（第９条関係） 

自主防災組織防災資機材購入等完了届 

                                                  年     月      日 

  藤  沢  市  長 

 

                           申 請 者 

                              自主防災組織名                  

                              代 表 者 住 所 藤沢市               

代表者役職・氏名  

(役職)    （氏名）            

 

                                                                           

次  の  と  お  り  届  け   出  ま  す。 

防 災 資 機 材 購 入 等 完 了 年 月 日               ・          ・ 

防 災 資 機 材 購 入 等 金 額                                       円 

補 助 金 交 付 額                                ，０００円 

添 付 書 類 

□資機材の購入等に係る領収書の写し 

□購入等した資機材等の写真 

（全ての購入品目が確認できるもの） 

□請求書 

□通帳又はキャッシュカードの写し 

□その他（                ） 

上記のとおり届出がありました。 

決

裁 

課 長 主  幹 課長補佐 主  査 担  当 

起案      ・    ・      

 決裁      ・    ・ 

※ 太線の枠内を記入してください。 
 
 



 

 

第６号様式（第１２条関係） 

自主防災組織防災資機材購入等補助金交付申請取下書 

                                                 年     月      日 

  藤  沢  市  長 

                           申 請 者 

                              自主防災組織名                  

                              代 表 者 住 所 藤沢市               

代表者役職・氏名  

(役職)    （氏名）            

電 話 番 号                  

                                                                           

        年（     年）   月   日付けで補助金交付決定を受けた、 

藤沢市自主防災組織育成事業実施要綱に基づく自主防災組織防災資機材購入等 

補助金交付について、次のとおり申請を取り下げます。 

 

 １ 取下げの理由 

                                       

                                

                                

 

  ２ 添付書類 自主防災組織防災資機材購入等補助金交付決定通知書 

□ 写し   □紛失等（            ） 

 

（事務処理欄） 

※ 太線の枠内を記入してください。 
 
 
 



 

 

第７号様式（第１３条関係）  

自主防災組織防災資機材購入等補助金交付決定取消通知書 

                                        年（    年）     月      日 

                   自主防災会 

 

                                 様 

                                            藤沢市長      

 

 

        年（     年）   月   日付けで補助金交付を決定した、藤沢市自

主防災組織育成事業実施要綱に基づく自主防災組織防災資機材購入等補助金について、次

のとおり、補助金交付決定を取り消しましたので通知します。 

 

取 消 し を 行 っ た 

補助 金 交 付 決 定額 

百 十 万 千 百 十 円 

    ０ ０ ０ 

取 消 し の 理 由 

 

(事務担当 災害対策課) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

第８号様式（第１５条関係） 

自 主 防 災 組 織 防 災 資 機 材 貸 与 申 請 書                       

                                               年     月      日 

  藤  沢  市  長 

                            申 請 者     

                            自主防災組織名                 

                              代 表 者 住 所 藤沢市                     

代表者役職・氏名  

(役職)    （氏名）            

                               

次 の と お り 申 請 し ま す 。                    

防 災 資 機 材 等 の 種 類               

トランシーバー     １組 

トランジスターメガホン １台 

担   架       １台 

救急セット       １セット 

ヘルメット       ３個 

添 付 書 類 

□ 自主防災会規約の写し 

□ 当該年度の自主防災会役員名簿の写し 

□（                ） 

※太線の枠内を記入してください。 
 

  上記の申請に基づき貸与してよいでしょうか。                        収  受     ・   ・ 

課  長 主 幹     課長補佐 主 査     担 当     台帳記入     起  案     ・   ・ 

      決  裁     ・   ・ 

完  結     ・   ・ 

決 定 区 分 □貸与する    □貸与しない 

（備  考） 

                                         



 

 

第９号様式（第１６条関係） 

自 主 防 災 組 織 防 災 資 機 材 貸 与 受 領 書                       

                                                 年     月      日 

  藤  沢  市  長 

                          申 請 者     

                            自主防災組織名                 

                              代 表 者 住 所 藤沢市             

代表者役職・氏名  

(役職)    （氏名）            

                                                                                 

次 の と お り 受 領 し ま し た 。                    

貸 与 を 受 けた 防 災 資機 材 の種 類                    貸 与 を 受 け た 数              

トランシーバー １ 組 

トランジスターメガホン           １ 台 

担     架           １ 台 

救 急 セ ッ ト                  １セット 

ヘ ル メ ッ ト                  ３ 個 

  

  

  

 


